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群馬県多言語翻訳対応 LINE 公式アカウントの構築・管理業務  企画提案要領 

 

この公募は、令和８年度群馬県当初予算案に基づいて行うものであり、成立した予算の内容に

よっては、事業内容及び委託金額等に大幅に変更が生じることがあります。また、令和８年４月

１日までに予算が成立しない場合には、事業停止も含めて別途協議させていただきますので、予

め御留意ください。 

本要領は、群馬県多言語翻訳対応 LINE 公式アカウントの構築・管理業務 の契約相手方となる事

業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務の名称 

  群馬県多言語翻訳対応 LINE 公式アカウントの構築・管理業務  

 

２ 業務の趣旨・目的 

外国人県民の不法就労の抑止や孤立化防止を目的に、行政情報や生活情報など、群馬県内在

住の外国人が地域のルールを守り、安心・安全に生活する上で必要な情報多言語対応した LINE

アカウントで発信する。  

 

３ 業務の内容 

  別添「委託業務仕様書」のとおり。 

 

４ 予算額 

２，２０５，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

※採用された事業者に対しては、採用された企画提案に基づき業務内容を調整の上、再度見積も

りを依頼する。 

 

５ 契約期間 

  令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで 

 

６ 応募資格 

 次の条件の全てを満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していない者 。 

（２）破産宣告を受け復権していない者でない者 。 

（３）銀行取引停止処分を受けている者でない者 。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生 

法（平成１１年法律２２５号）に基づく再生手続の申立てがなされている者でないこと 。 

（５）群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でない者 。 
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（６）国税及び地方税を滞納している者でないこと 。 

（７）暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと 。 

（８）当該委託業務を的確に遂行する体制・ノウハウ等を有し、かつ当該業務を円滑に遂行する 

ための必要な経営基盤を有している者 。 

（９）本業務の執行にあたり、群馬県の指示に従い、経理処理や業務遂行、その報告などを適切 

に行う事務的管理能力を有しており、そのための体制が整備されていること。 

 

７ スケジュール  

（１） 応募開始 

令和８年３月４日（水） 

（２） 参加申込期限 

令和８年３月９日（月）正午（必着） 

（３） 質問受付 

令和８年３月４日（水）～３月１０日（火）正午 

（４） 応募期限 

令和８年３月１３日（金）正午（必着） 

（５） 審査（書類審査） 

令和８年３月１３日（金）～３月１７日（火） 

（６） 選定結果の通知 

令和８年３月１８日（水）頃 

 

８ 参加表明書の提出  

本業務委託の企画提案に参加しようとする者は、次のとおり参加表明書を提出すること。  

なお、企画提案書の提出については、参加表明書を提出した者以外からも受け付けるものと

するが、「９ 質問受付・回答」による質問は参加表明書を提出した事業者（以下、「参加表

明者」とする。）からのみ受け付ける。  

（１）提出方法 「企画提案参加表明書」（様式１）を用いて電子メールによるものとする。 

（２）提出期間 令和８年３月４日（水）～３月９日（月）正午（必着）  

（３）提出先 下記「１５ 提出先及び問い合わせ先」のとおり。  

 

９ 質問受付・回答  

次のとおり、質問書（様式２）により参加表明者から質問を受け付ける。  

(１)質問受付期限 令和８年３月１０日（火）正午（必着）  

(２)提出先 下記「１５ 提出先及び問い合わせ先」のとおり。  

(３)提出方法 電子メールによるものとする。  

      ※件名を「群馬県多言語翻訳対応 LINE 公式アカウントの構築・管理業
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務 質問事項」とすること。  

(４)質問回答 令和８年３月１１日（水）（予定）  

(５)その他 質問に対する回答は、原則全ての参加表明者に電子メールで回答するが、参加 

表明者の提案内容に密接に関わる内容である場合、個別回答にとどめることと 

する。 

なお、質問を提出した事業者名は公開しない。  

 

１０ 応募手続  

  本業務委託の企画提案に応募する者は、次のとおり関係書類を提出すること。  

(１)提出期限 令和８年３月１３日（金）正午（必着）  

(２)提出先 下記「１５提出先及び問い合わせ先」のとおり。 

(３)提出方法 書面については持参または郵送。 

電子データについてはメールにてそれぞれ提出。 

(４)提出書類及び部数  

ア 企画提案書表紙（様式３）【４部】  

イ 企画提案書本体（任意様式） 【４部】 

     ウ 業務実施体制（様式４） 【４部】  

エ 費用見積書【４部】  

宛名は「群馬県知事 山本一太」とし、見積書の内訳には各経費の単価、消費税及び地

方消費税額を明記すること。  

オ パンフレットなど応募事業者の概要が分かる資料（再委託を予定している場合は、

再委託先の事業概要を確認できる資料も添付）【４部】  

カ 過去３年間の事業実績を確認できる資料【４部】  

キ 法人登記事項証明書（３ヵ月以内に発行されたもの。コピー可）【１部】  

ク 直近の決算報告書【１部】  

ケ 暴力団等に該当しない旨の誓約書（様式５）【１部】  

コ 課税事業者届出書（様式６）または免税事業者届出書（様式７）【１部】  

サ 県税完納証明書（原本）【１部】※  

※群馬県内に事業所を有しない場合は、法人税の納税証明書（国税官署（税務署）発行

の「その３の３」）【１部】  

シ そのほか、必要な資料（任意） 

ス 上記ア～シの電子データ（PDF 形式）  

※上記キ～サについて、入札情報システム（群馬県）の競売入札参加資格者一覧に登載

されている者は、登載者はその提出を不要とする。  

(５)提案が無効となる場合の注意  

次の事項に該当する場合は、当該企画提案を無効とする。  
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・応募資格を満たさない場合  

・提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合  

・提出書類に不備がある等、条件に違反した場合  

(６)提案の取り下げ  

企画提案書を提出した後に企画提案を取りやめる場合は、文書によりその旨を連絡する

こと。  

(７)その他  

ア 企画提案にかかる費用は、応募事業者の負担とする。  

イ 提出書類は、理由の如何を問わず返却しないものとする。  

ウ 提出期限後の提出、提出書類の差し替え及び再提出は、群馬県が補正等を求める場

合を除き認めないものとする。  

エ 提出書類は、審査の必要上、複製を作成することがある。  

オ 提出書類は、事業者の選定のためにのみ使用し、機密保持には十分配慮するものと

する。  

カ 提出書類は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成 11 年 5 月 14 日

法律第 42 号）、群馬県情報公開条例（平成 12 年６月 14 日条例第 83 号）に基づき、不

開示情報及び非開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて情報

公開の対象となる。 

 

１１  審査  

提出された書類に基づき審査を行い、最も優れた企画提案を提出した事業者を、委託業者

の優先交渉事業者として決定し、委託契約の交渉を行う。  

（１） 審査期間 令和８年 3 月１３日（金）～３月１７日（火） 

（２） 審査方法 応募書類をもとに審査委員会において書類審査を行う。 

         なお、審査委員会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け 

付けない。 

（３） 審査方法 ①事業内容の理解（事業の趣旨、目的、仕様内容などに関する理解） 

          ②実績（同規模以上の他自治体における実績等の豊富さ） 

③ユーザビリティ（利用者の利便性向上のための工夫） 

④実施体制（十分な連絡、取組体制） 

⑤独自性（有効かつ独自の機能・企画の提案） 

⑥費用見積（見積金額の適正さ） 

⑦総合評価（全体的な整合性） 

（４）結果連絡 令和８年３月１８日（水）頃に応募者全員に結果を連絡する。 

なお、優先交渉事業者名は群馬県ホームページ上で公表する。 
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１２  委託契約  

（１）委託契約の締結  

企画提案内容がそのまま契約となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金額は、 

群馬県との交渉で決定する。なお、優先交渉事業者との交渉が不調に終わった場合、次点 

とされた者と交渉する場合がある。  

（２）検査の実施  

適正な経理が行われていることを確認するため、中間検査及び完了検査、業務終了後の事 

務監査等（国の会計実地検査を含む）を行う場合がある。なお、本業務に関する証拠書類 

は委託契約終了後５年間保存するものとする。  

 

１３ 事業の実施に当たっての留意事項  

（１）権利の帰属  

事業実施によって得られるすべてに係る著作権、その他の諸権利は群馬県に帰属するも 

のであること。  

（２）守秘義務  

受託者は、契約の履行に当たり業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に 

利用するための情報として提供したりしてはならないこと。  

（３）個人情報保護  

受託者は、業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法 

律（平成 15 年法律第 57 号）の規定を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認め 

られる事例が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに 

群馬県地域創生部ぐんま暮らし・外国人活躍推進課に報告するとともに、その指示に基 

づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じること。なお、群馬県から求 

められた場合には、本人の同意を得て、それらの者の個人情報を提供することができる。  

（４）業務の一括再委託の禁止  

受託者は、業務を一括して第三者に再委託することはできない。ただし、業務を効率的に 

行う上で必要と思われる業務については、群馬県と協議のうえ、業務の一部を委託する 

ことができることとする。  

（５）検査の実施  

受託者は、日本国内の法令、群馬県財務規則等事業の実施に必要な法令等を遵守するこ 

と。また、群馬県は必要に応じて適正な経理が行われていることを確認するとともに、事 

業実施後に提出された実績報告書に基づいて検査を行うものとする。  

（６）関係書類等の管理・保存  

本委託事業は、新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用して実施する予定のため、法 

令、国・群馬県の会計財務規程等に従った処理を行うこと。受託者は、本事業の委託費に 

よる支出については、使用目的（購入物の場合は具体的な品目）、支払先、金額の根拠や 
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支払時期等を確認できる領収書などの証明書類を整備しておくこと。本業務に関する証 

拠書類は業務終了後５年間保存するものとする。なお、本委託事業は、群馬県の監査対象 

であるほか、会計検査院による実地検査の対象となりうるため、検査が実施される場合 

には協力すること。  

  

１４ その他  

上記のほか仕様書に定めのないものは、群馬県と協議して定めるものとする。  

契約期間中に、経済情勢の変動、天災地変、感染症・疫病の蔓延、法令等の制定又は改廃、その

他著しい事情の変更が生じ、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議

して本契約内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることがある。  

 

１５  提出先及び問い合わせ先 

〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号  

群馬県 地域創生部 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課 外国人活躍推進係 

電 話：027-226-3396 

e-mail：gunkurashi@pref.gunma.lg.jp  

 


